
利 用 上 の 注 意 （国勢調査：住宅） 

 

１ 国勢調査の概要 

 

  調査の沿革 

 

  国勢調査は，我が国の人口の状況を明らかにするため，大正９年以来ほぼ５年ごとに行

われており，平成 17 年国勢調査はその 18 回目に当たります。 

  国勢調査は，大正９年を初めとする 10 年ごとの大規模調査と，その中間年の簡易調査

とに大別され，今回の平成 17 年国勢調査は簡易調査です。 

  なお，大規模調査と簡易調査の差異は，主として調査事項の数にあります。その内容を

みますと，戦前は，大規模調査（大正９年，昭和５年，昭和 15 年）の調査事項としては

男女，年齢，配偶関係等の人口の基本的属性及び産業，職業等の経済的属性であり，簡易

調査（大正 14 年，昭和 10 年）の調査事項としては人口の基本的属性のみに限られていま

した。戦後は，国勢調査結果に対する需要が高まったことから調査事項の充実が図られ，

大規模調査（昭和 25 年，35 年，45 年，55 年，平成２年，12 年）の調査事項には人口の

基本的属性及び経済的属性のほか住宅，人口移動，教育に関する事項が加えられ，簡易調

査（昭和 30 年，40 年，50 年，60 年，平成 7 年，17 年）の調査事項には人口の基本的属

性のほか経済的属性及び住宅に関する事項が加えられています。 

  なお，沖縄県は，昭和 47 年５月 15 日に我が国に復帰し，昭和 50 年の国勢調査から調

査地域となりましたが，復帰前の沖縄県においても，琉球列島軍政本部又は琉球政府によ

って５回の国勢調査が実施されています。 

 

  調査の時期 

 

  平成 17 年国勢調査は，平成 17 年 10 月 1 日午前零時（以下「調査時」という。）現在

によって行われました。 

 

  調査の法的根拠  

 

  平成 17 年国勢調査は，統計法（昭和 22 年法律第 18 号）第４条第２項の規定並びに次

の政令及び総理府令に基づいて行われました。 

 

  国勢調査令（昭和 55 年政令第 98 号） 

  国勢調査施行規則（昭和 55 年総理府令第 21 号） 

  国勢調査の調査区の設定の基準等に関する総理府令（昭和 59 年総理府令第 24 号） 

 

 

 



  調査の地域 

 

  平成 17 年国勢調査は，我が国の地域のうち，国勢調査施行規則第１条に規定する次の

島を除く地域において行われました。 

 

  (1) 歯舞群島，色丹島，国後島及び択捉島 

  (2) 島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島 

 

２ 用語の解説 

 

  住居の種類 

 

  一般世帯について，住居を，次のとおり区分しています。 

 

  住宅－一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物（完全に区

画された建物の一部を含む。） 

     一戸建ての住宅はもちろん，アパート，長屋などのように独立して家庭生活を営

むことができるような構造になっている場合は，各区画ごとに１戸の住宅となり

ます。 

     なお，店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれます。 

  住宅以外－寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や，

病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物 

       なお，仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれ

ます。 

 

  住宅の所有の関係 

 

  住宅に居住する一般世帯について，住宅の所有の関係を，次のとおり区分しています。 

 

  主世帯－「間借り」以外の次の５区分に居住する世帯 

  持ち家－居住する住宅がその世帯の所有である場合 

      なお，所有する住宅は登記の有無を問わず，また，分割払いの分譲住宅などで

支払いが完了していない場合も含まれます。 

  公営の借家－その世帯の借りている住宅が，都道府県営又は市（区）町村営の賃貸住宅

やアパートであって，かつ給与住宅でない場合 

  都市機構・公社の借家－その世帯の借りている住宅が，都市再生機構又は都道府県・市

区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅や

アパートであって，かつ給与住宅でない場合 

             なお，これには，雇用・能力開発機構の雇用促進住宅（移転就

職者用宿舎）も含まれます。 



  民営の借家－その世帯の借りている住宅が，「公営の借家」，「都市機構・公社の借

家」及び「給与住宅」でない場合 

  給与住宅－勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に，職務の都合上

又は給与の一部として居住している場合 

       なお，この場合，家賃の支払いの有無を問わず，また，勤務先の会社又は雇

主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれます。 

  間借り－他の世帯が住んでいる住宅（持ち家，公営の借家，都市機構・公社の借家，民

営の借家，給与住宅）の一部を借りて住んでいる場合 

  なお，昭和 25 年～40 年では，「公営の借家」，「都市機構・公社の借家」及び「民営

借家」をまとめて「借家」とし，また，昭和 45 年及び 50 年では，「公営の借家」及び

「都市機構・公社の借家」をまとめて「公営・公団・公社の賃貸住宅アパート」としてい

ます。 

 

  延べ面積 

 

  延べ面積とは，各居住室の床面積のほか，その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便

所・浴室・押し入れなども含めた床面積の合計をいいます。ただし，農家の土間や店舗併

用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれません。また，アパートやマ

ンションなどの共同住宅の場合は，共同で使用している廊下・階段など共用部分は，延べ

面積には含まれません。坪単位で記入されたものについては，１坪を 3.3 平方メートルに

換算しています。 

  なお，住宅の広さに関する調査事項として，昭和 60 年までは「居住室の畳数」を調査

しています。これは各居住室の畳数（広さ）の合計をいい，したがって，玄関，台所（炊

事場），便所，浴室，廊下，農家の土間などや，店，事務室，旅館の客室など営業用の室

の広さは含まれません。 

 

 

 ＜内容についての問い合わせ先＞ 

    広島県地域振興部地域振興対策局統計調査室（人口統計グループ） 

    〒730-8511 広島市中区基町１０－５２ 

    電話 （０８２）２２８－２１１１  内線２５３３ 
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